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建物の安全確認の流れ

（A）耐震性が不十分であった場合

・耐震改修や建替、移転をご検討ください
→改修事例の参考はこちら
（東京都都市整備局HPへ）

（B）耐震性が十分であった場合

・東京都耐震マークの設置申請（無料）
→建物の安全性をアピールできます

耐
震
性
の
確
認

首都直下地震などが発生した場合、都内で最大震度7まで観測される恐れがあります。
事業所の建物の耐震性が確保されているかどうか、確認しておきましょう。

①知っている ②よくわからない

耐震基準には、1978年の宮城沖地震を受けて1981年に改定された「新耐震基準」と、それ以前に建てられた
建物に適用される「旧耐震基準」の2つがあります。さらに、木造建築の場合は、2000年改正の「新・新耐震基
準」があるので、該当する建物の場合には、確認が必要です。旧耐震基準の建物の中には、耐震性が不十分な
ものが多くあります。新耐震基準であっても施工方法、管理状態、立地によって建物の耐震性は落ちてくるの
で、建物を所有・管理している場合は、定期的な確認を行いましょう。

問題 建物の耐震基準は、建築された時期に
より異なることをご存知ですか？

避難ルート、避難場所の確認を必ず行いましょう。
オフィスを移転する場合は、耐震基準を確認し、併せて、建物の構造や
免震・制震性を考慮するようにすると良いでしょう。

すぐできる
対策

東 京 消 防 庁 か ら の お 知 ら せ

「消防団協力事業所表示制度」を、ご存じですか？

複数の従業員が入団しているなど、特別区内の消防団に積極的に協力している事業所に対して、消防団
協力事業所表示証を交付し、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを評価しております。
事業所は社会貢献していることを認められ、その取り組みを広く公表することができます。

【メリット】
「消防団協力事業所表示証」が交付され事務所に掲出し、自社サイトで公表できます。
これ以外にも・・・

特別区消防団HP↑消防団協力事業所表示証

・特別区消防団ホームページで協力事業所が公表されます。
・東京消防庁及び東京都２３区では、中央区、新宿区、文京区の
工事案件で入札時に加点を受けることができます。

住宅・建築物の所有者の方は、こちらも参考にしてみてください。→国土交通省 『住宅・建築物の耐震化について』

緊急輸送道路の沿道建築物などは、耐震診断や耐震改修の支援や助成を受けられる場合があります。
→詳しくは、東京都耐震ポータルサイト『耐震化助成制度』をご確認ください。

参考：東京都都市整備局 『令和3年度版ビル・マンションの耐震化読本改訂第5版』

耐震性の確認
・建物の申請時期を調べる

・自社で所有・管理する建物の場合は耐震診断の受診を行うなど
※旧耐震基準（1981年（昭和56年）5月）以前の建築物の場合は要注意

https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/pdf/info/Pamph/dl_006_2112.pdf
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic09.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/jyosei/topic01.html
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/pdf/info/Pamph/dl_006_2112.pdf
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